
 

 

７監公表第４号 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、定期監査を那珂川

市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定により、その結果を下

記のとおり公表する。 

 

令和８年１月９日 

 

那珂川市監査委員 和志武 三樹男 

那珂川市監査委員 田中  夏代子 

 

記 

       

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

財務監査（定期監査） 

 

２ 監査の対象 

  健康福祉部 

   生活福祉課 障がい者支援課 高齢者支援課 子育て支援課  

こども応援課 健康課   

 

３ 監査の範囲 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの財務に関する事務の執行

状況 

 

４ 監査の着眼点 

  財務に関する事務の執行が、関係法令に則り、適正かつ効率的に行われてい

るかを主眼とした。 

 

５ 監査実施日 

  令和７年１１月１１日(火）生活福祉課 障がい者支援課 高齢者支援課 

  令和７年１１月１２日(水）子育て支援課 こども応援課 健康課 

 

 

 



 

 

６ 監査の実施内容 

  事前に関係書類の提出を求め、提出された関係書類にもとづいて検査照合

するとともに、関係職員からの説明を聴取した。   

 

第２ 監査の結果 

  財務に関する事務の執行及び一般事務は、おおむね適正に執行されている

と認められたが、次のとおり一部改善を要する事項が見受けられたので、適切

な措置を講じられたい。 

 

１）一時預かり事業費補助金について 

  本補助金は、那珂川市一時預かり事業費補助金交付要綱に基づき、私立保育

所、認定こども園、幼稚園施設に交付するものであるが、うち１施設について、

補助基準額の２０５，２３０円から１，０００円未満を切捨てた２０５，００

０円を補助金として交付している。 

しかし、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙に基づき積算すると補助基

準額の２０７，９３０円から１，０００円未満を切捨てた２０７，０００円と

なり、２，０００円の不足が生じており、交付誤りである。 

 

 

 

 

 

 


